
京都大学原子炉実験所計量管理規定の一部を改正する規定

京都大学原子炉実験所計量管理規定（昭和６３年１０月１日総長裁定）の一部を次の

ように改正する。

「科学技術庁長官」を「文部科学大臣」に 「科学技術庁原子力安全局保障措置課」を、

「文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課保障措置室」に改める。

第２１条第１項中「第６８条第１項又は第５項」を「第６８条第１項、第４項、第１２

項又は第１３項」に改める。

第４８条第１項及び第９１条第１項中「第６８条第６項又は第７項」を「第６８条第１

５項から第１８項まで」に改める。
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別表第９（１）ｂ．在庫のＫＭＰの表を次のように改める。

ＫＭＰ バッチの記述 ソースデータ 物質記述 測定根拠

Ａ 燃料体 ＫＭＰ１の新燃料体のソース Ｂ３１Ｆ Ｌ

データに準ずる。 Ｂ３２Ｆ Ｌ

Ｂ４１Ｆ Ｌ

Ｂ４２Ｆ Ｌ

Ｂ 燃料体 同 上 Ｂ３１Ｆ Ｌ

Ｂ３４Ｆ Ｍ／Ｔ

Ｂ４１Ｆ Ｌ

Ｂ４４Ｆ Ｍ／Ｔ



Ｃ 燃料体 同 上 Ｂ３１Ｆ Ｌ

Ｂ３２Ｆ Ｌ

Ｂ４１Ｆ Ｌ

Ｂ４２Ｆ Ｌ

Ｄ 燃料体 ＫＭＰ２のソースデータに準 Ｂ３１Ｆ Ｌ

ずる。 Ｂ３２Ｇ Ｍ／Ｔ

Ｂ４１Ｆ Ｌ

Ｂ４１Ｇ Ｍ／Ｔ

Ｅ 燃料体 同 上 Ｂ３１Ｆ Ｌ

Ｂ３１Ｇ Ｍ／Ｔ

Ｂ３３Ｇ Ｌ

Ｂ４１Ｆ Ｌ

Ｂ４１Ｇ Ｍ／Ｔ

Ｂ４３Ｇ Ｌ

Ａ、Ｂ ０．０１実効値以下の ＫＭＰ１の少量の核燃料物質 ＶＯＡＦ Ｍ／Ｔ

Ｃ、Ｄ 少量の核燃料物質 のソースデータに準ずる。 ＶＯＡＧ Ｌ

Ｅ ＱＳＯＡ Ｌ

ＱＳＯＨ Ｌ

及び適宜

その他の核燃料物質 ＫＭＰ１のその他の核燃料物 適 宜 Ｌ又は

質のソースデータに準ずる。 Ｌ Ｍ Ｔ/ /

附 則

この規定は、平成１７年９月２日から施行する。


